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狛江市議会議員選挙
投票日に仕事や旅行などの理由で投票所へ行くことができない方のために
投票日の前に投票する「期日前投票・不在者投票」の制度があります。

[問い合わせ〕狛江市選挙管理委員会事務局  電話 03-3430-1343（直通）
午後８時以降は市役所への選挙に関する問い合わせはご遠慮ください。

4月22日（土）まで毎日、午前8時30分～午後8時
場所は狛江市役所3階です
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